
町内会、自治会活動

無回答

ボランティア活動

子供会、婦人会、ＰＴＡ活動

学習グループ活動

市民活動

消費者運動

宗教活動

趣味やスポーツ団体活動

労働組合活動

その他

参加していない
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労働時間・労働条件の改善

わからない

女性自身の自覚

男性の理解と協力

団体・サークルへの参加

雇用の拡大と経済的な自立

「女なら〜べきだ」といった通念

の改善

家事労働の正当な評価

女性関連の法律や制度の改正

子どもの時からの男女平等教育

職業能力の育成

労働の正当な評価

地域社会への参加

その他

−　　−31



労働時間・労働条件の改善

男性自身の時間

女性の理解と協力

団体・サークルへの参加

雇用の拡大と経済的な自立

「男なら〜べきだ」といった通念

の改善

家事能力の育成と生活の自立

子どもの時からの男女平等教育

暴力的・ポルノ的文化の見直し

職業能力の育成

労働の正当な評価

地域社会への参加

その他

わからない
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男女共同参画社会基本法

育児介護休業法

女性差別撤廃条例

ジェンダー

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に

関する健康・権利）

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に

関する法律（ＤＶ防止法）

北海道男女平等参画推進条例

釧路市男女平等参画推進条例

くしろ男女平等参画プラン

男女雇用機会均等法

見たり聞いたりしたものはない
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◆全体を通して ～前回調査と比較して～ 
 ①「男女の地位の平等感について」は、全ての分野で“男性優遇”が減少しており、

特に「職場」「社会通念や慣習」「家庭生活」で減少が目立っている。 
②固定的性別役割分担意識については、共感しない人の割合が増加し、性別による役 
割分担意識が少しずつ薄れてきている。特に「共働き家庭での役割分担」では、「ど 
ちらでも手の空いている方が家事や育児をすればいい」とする考えが男女や年齢に

関係なく増えている。 
③「家庭内の仕事の分担について」は、依然としてほとんどの項目で主に「女性」が 
担っている割合が高くなっているが減少傾向にはある。いずれの分野も「男性」あ

るいは「夫婦が平等に」の割合が少しずつ増加しており、わずかではあるが男女平

等参画が進んでいる。 
④「人権について」は、DV、セクシャル・ハラスメントの被害を自身が受けた人の 
割合は前回調査より減っているが、まだ１割くらいの人が被害にあっているという

結果がでており、前回調査同様、被害女性のための相談機関や保護施設の整備を求

める声が大きかった。 
⑤「高齢化社会・介護について」は、依然として「健康のこと」や「経済的なこと」 
で老後の生活に不安を感じている人が多く、「公的福祉サービスが十分でないこと」 
も不安と感じている。自身や家族の介護については、多くの人が「できるだけ家族

の負担を軽くしたい」と考えており、「介護・医療保障の充実」や「公的年金の充

実」を強く望んでいる。 
⑥「女性の就労について」は、「女性が働きやすい環境にある」と感じている人が前 
回調査より大幅に増加しているが、女性が働くことと家庭との関係では「結婚出産

後は家事・育児に専念し、子どもの手が離れたら家庭に影響を与えない程度に働く

方がよい」と考える人が多い。働く環境は改善されてきているが、現実では、女性

には仕事よりも家庭生活優先を望む声が大きい結果となっている。仕事と家庭の両

立のためには、「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」が必要

と考えている人が多くなっている。 
⑦男性が育児休業や介護休業を取ることについては、「他にいない場合はとることも 
やむを得ない」と考えている人が男女とも５割を占めてはいるが、まだまだ男性が

育児休業や介護休業を取ることへの抵抗感は消えないようである。 
⑧「社会参加について」は、４割強の人が仕事以外の社会活動に参加していないと回 
答しており、仕事が忙しい、経済的な余裕がないなどの理由が推測できる。社会的

条件の改善のためには、労働時間・労働条件の改善や安定的な雇用の確保による経

済的自立が必要と過半数の人が考えている。 
⑨今回の調査で、「釧路市男女平等参画推進条例」や「くしろ男女平等参画プラン」 
の認知度の低さを数字で確認することができたことから、今後一層、条例の周知を

はじめとした啓発が重要になると考えられる。 
 

−　　−34


